
 四日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年７月１日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第３４号 

   四日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 四日市市個人情報保護条例（平成１１年四日市市条例第２５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正後 改正前 

 （個人情報の提供先への通知）  （個人情報の提供先への通知） 

第２６条 実施機関は、訂正決定に基づ

く個人情報の訂正をした場合におい

て、必要があると認めるときは、当該

個人情報の提供先（情報提供等記録に

あっては、内閣総理大臣及び番号法第

１９条第８号に規定する情報照会者又

は情報提供者（当該訂正に係る同法第

２３条第１項及び第２項に規定する記

録に記録された者であって、当該実施

機関以外のものに限る。））に対し、遅

滞なく、その旨を書面により通知する

ものとする。 

第２６条 実施機関は、訂正決定に基づ

く個人情報の訂正をした場合におい

て、必要があると認めるときは、当該

個人情報の提供先（情報提供等記録に

あっては、総務大臣及び番号法第１９

条第７号に規定する情報照会者又は情

報提供者（当該訂正に係る同法第２３

条第１項及び第２項に規定する記録に

記録された者であって、当該実施機関

以外のものに限る。））に対し、遅滞な

く、その旨を書面により通知するもの

とする。 

  

 （審査請求）  （審査請求） 

第３５条 この条例の規定による個人情

報の開示、訂正、削除若しくは中止の

請求に対する実施機関の決定又は不作

為に不服がある者は、行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第４条各

号に定める行政庁に対して、審査請求

（行政不服審査法による審査請求をい

う。以下同じ。）をすることができる。 

第３５条 この条例の規定による個人情

報の開示、訂正、削除若しくは中止の

請求に対する実施機関の決定又は不作

為に不服がある者は、当該実施機関に

対して、審査請求（行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）による審査請

求をいう。以下同じ。）をすることがで

きる。 



２ （略） ２ （略） 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。ただし、第３５条第１項の改正は、

公布の日から施行する。 

（総務部総務課） 


